
 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度 

 

公募抽選による旧ＪＲ江差線跡地町有地 

売却実施要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江   差   町 

 
  



 

目  次 

 

 

１ 売却する物件 １ 

２ 用途の制限 １ 

３ 申込者の資格 １ 

４ 申し込み方法等 ２ 

５ 購入者の決定 ３ 

６ 公開抽選 ３ 

７ 売買契約の締結 ４ 

８ 契約保証金及び売買代金の納付 ４ 

９ 所有権の移転等 ４ 

10 注意事項 ５ 

11 その他 ５ 

12 問い合わせ先 ５ 

 

 

 

 



１ 

江差町では、江差町民及び江差町内に本店または主たる事業所を置く法人（以下「町民及び町

内法人等」という。）を優先とする公募抽選による旧ＪＲ江差線跡地町有地の売却を行います。 

募集受付期間中に下記全筆購入を条件に申し込みをいただき、２者以上の申し込みがあった場

合に、公開抽選で購入者を決定します。申し込みが１者の場合は、申し込まれた方が購入者とな

ります。ただし、本件は町民及び町内法人等を優先としていることから、町内の方の申込があっ

た場合は、町外からの申込者は、抽選に参加できないことを申し添えます（本要領５及び６を参

照ください。）。 

この要領は、公募抽選による旧ＪＲ江差線跡地町有地売却の実施について定めたものです。 

 

１ 売却する物件 

番号 所在地 
地目 

（現況） 
面積(㎡) 売却価格(円) 

１ 江差町字砂川１番地１ 原野 1,504 287,264

２ 江差町字砂川１番地２ 原野 2,300 439,300

３ 江差町字砂川３番地２ 原野 528 100,848

４ 江差町字砂川３番地３ 原野 16 3,056

合    計  4,348 830,468

※ 物件の地形等については、公図等を参考としてください。現地説明会は実施しませんの

で、公募に申し込まれる方はご自身で現地の確認をしてください。 

 

２ 用途の制限 

次の各号の用途に供する土地利用は禁止します。 

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２

条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに

類する業の用途に供する土地利用 

(2) 騒音、振動、臭気その他周辺環境に支障を及ぼす土地利用 

(3) その他暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団及びその構成員あるいは無差別大量殺人行為を行った団体の規

制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第５条第１項の規定による観察処分を受け

た団体及びその団体の役員又は構成員の活動のために利用される等の公序良俗に反する土

地利用 

 

３ 申込者の資格 

個人でも法人でも申し込みができます。ただし、次の事項のいずれかに該当する場合は申し

込みできません。 

(1) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

(2) 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後３年を経過しない者及び

その者を代理人、支配人その他使用人又は申し込み代理人として使用する者 



２ 

① 本町が実施した競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を妨害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

② 正当な理由なく本町との契約を履行しなかった者 

③ 前各号のいずれかに該当する者でその事実があった後３年を経過しない者を本町との

契約の締結又は契約の履行にあたり代理人、支配人その他使用人として使用した者 

(3) 次のいずれかに該当する者 

① 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合には役員、支配人及び支店又

は営業所の代表者をいう。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２

条第６号に規定する暴力団員であると認められる者 

② 暴力団又は暴力団員がその経営に実質的に関与していると認められる者 

③ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しく関与していると認められる

者 

④ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

(4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第５条第１項の規定による観察処

分を受けた団体及び当該団体の役員若しくは構成員となっている者 

(5) 前記(2)から(4)に該当する者の依頼を受けて購入の申し込みをしようとする者 

(6) 当該物件を前記(3)又は(4)に該当する者のために利用させる等公序良俗に反する用途に

供しようとする者 

 

４ 申し込み方法等 

申し込みをされる方は、次のとおり提出書類を公募期間内に受付場所へ直接持参するか郵送

してください。ただし、郵送の場合は簡易書留郵便で公募期間内の必着とします。電話・ＦＡ

Ｘ・メール等による提出は認めません。 

また、同一物件に同一世帯からの複数申し込みは認めないものとします。 

(1) 提出書類 

(ｱ) 個人が申し込む場合 

① 普通財産売払申請書 

② 住民票（世帯全員分） 

③ 印鑑登録証明書 

④ 身分証明書（本籍地の市町村で発行する証明書） 

⑤ 委任状（代理人により申し込みする場合） 

(ｲ) 法人が申し込む場合 

① 普通財産売払申請書 

② 登記全部事項証明書（履歴事項証明書） 

③ 印鑑証明書 

④ 役員名簿 

⑤ 委任状（代理人により申し込みする場合） 

(ｳ) 留意事項 

① 住民票、印鑑登録証明書、身分証明書、登記全部事項証明書及び印鑑証明書は、発

行の日から３か月以内のものに限ります。 



３ 

② 売買契約の締結や所有権移転登記は、普通財産売払申請書に記入された名義でしか

行いません。 

③ 印鑑登録証明書にある印鑑を普通財産売払申請書と契約書にも使用していただきま

す。 

④ 共有を希望される場合は、共有予定者全員が連名で申し込みをしてください。 

⑤ 共有を希望される場合は、住民票、印鑑登録証明書、身分証明書は共有者全員分が

必要になります。 

⑥ 代理人は、２者以上の申込者の代理をすることはできません。 

(2) 公募期間及び受付場所 

公募期間  令和５年９月１日（金）から令和５年９月１５日（金）まで 

受付時間  平日の午前８時４５分から午後５時１５分 

受付場所  江差町役場財政課 

(3) 留意事項 

① 現地説明会は行わず、物件の引き渡しは現状有姿のままで行いますので、申し込みさ

れる方は事前に必ず現地を確認してください。 

② 申し込みに係る費用は、申込者の負担となります。 

 

５ 購入者の決定 

(1) 書類の審査 

公募期間中に提出のあった書類について審査を行います。「３ 申込者の資格」の(1)か

ら(6)のいずれにも該当しないと認められた場合、正式に申込者とします。 

(2) 購入者の決定 

(ｱ) 町民及び町内法人等を優先とします。 

(ｲ) １物件につき申込者が１者の場合は、公開抽選を行わず、公募期間が終了した時点でそ

の申込者を購入者として決定します。 

(ｳ) １物件につき申込者が２者以上いる場合は、公開抽選により購入者を決定します。公開

抽選の日時は別途公開抽選参加通知書にて通知します。ただし、前述(ｱ)に記載のとおり

町民及び町内法人等を優先としていることから、町民及び町内法人等からの申込があった

場合は、町外からの申込者は、公開抽選に参加することはできません（通知で周知しま

す）。 

(3) 決定の通知 

購入者として決定した場合は、購入者決定通知書を交付します。 

なお、購入の権利は、他人に譲渡することはできません。 

また、購入者として決定した後において「３ 申込者の資格」の(1)から(6)のいずれかに

該当することが判明した場合は、その決定を取り消します。 

 

６ 公開抽選 

(1) 持参するもの 

(ｱ) 公開抽選参加通知書 

(ｲ) 委任状（代理人が参加する場合） 

※ 代理人は、２者以上の申込者の代理をすることはできません。 

 



４ 

(2) 抽選の方法 

(ｱ) 抽選は、番号が１から申し込み人数と同じ番号までが記された抽選棒を本人又は代理人

が引くことにより行います。 

(ｲ) 最初に本抽選の順番を決める予備抽選を行います。予備抽選は、申し込み受け付け順と

します。 

(ｳ) 次に、予備抽選で決定した順番で本抽選を行います。同様に本人又は代理人が引くこと

により行います。 

(ｴ) 本抽選で、番号１を引いた方を当選者、番号２を引いた方を補欠者とします。 

(3) 抽選の延期又は中止 

災害その他実施が困難な事由が生じたときには抽選の延期又は中止をすることがありま

す。 

(4) 留意事項 

(ｱ) 公開抽選には、本人又は代理人以外は参加できません。 

(ｲ) 共有で申し込みをされた場合は、代表者１名のみの参加とさせていただきます。 

(ｳ) 公開抽選に参加しなかった方又は通知された時刻に遅刻された方は、棄権とみなし、抽

選から除外します。 

(ｴ) 抽選会場で職員の指示に従わない場合は、退場してもらい、抽選から除外します。 

  (ｵ) 町民及び町内法人等と町外からの申込があった場合に係る公開抽選の取扱いについて

は、本要領５の(2)の(ｳ)を適用するものとします。 

 

７ 売買契約の締結 

(1) 購入者として決定された方には、売買契約を締結していただきます。 

(2) 売買契約は、契約保証金が納付されてから締結いたします。 

(3) 契約書に貼付する収入印紙など契約に係る一切の費用は、購入者の負担となります。 

 

８ 契約保証金及び売買代金の納付 

(1) 購入者として決定された方は、購入者決定通知書に記載された日までに契約保証金として

契約金額の１０分の１以上の金額を納付してもらいます。 

(2) 売買代金と契約保証金の差額は、契約締結日から３０日以内に納付していただきます。 

(3) 売買代金を期限までに納付されなかった場合は、契約を解除する場合があります。この場

合、契約保証金はお返しできませんので、納入期限には十分ご注意ください。 

(4) 契約保証金に利子は付きません。 

 

９ 所有権の移転等 

(1) 所有権は、売買代金が完納されたときに、町から購入者に移転するものとします。なお、

売却物件は現状有姿での引渡しとなります。 

(2) 所有権の移転登記は、町が行います。 

(3) 所有権の移転登記に必要な登録免許税など必要な一切の費用は、購入者の負担となりま

す。 

 

 

 



５ 

10 注意事項 

(1) 現地説明会は行わず、物件の引き渡しは現状有姿のままで行いますので、事前に必ず現地

を確認し、この実施要領の内容を確認のうえ、申し込みをしてください。 

(2) 建物を建築するにあたっては、建築基準法等の各種法令及び本町の関係条例等の適用があ

りますのでご留意ください。 

(3) 物件調書の記載事項は、調査時点における一般的な調査内容を列挙してあるものであり、

現時点で変更されている場合があります。申し込みをされる方は必ずご自分で現地確認や諸

規制の確認を行ってください。物件調書の記載事項と現状と差異が生じた場合には現状が優

先されます。 

(4) 売却物件には、当該物件上のすべての建物（設備等を含む）、工作物（フェンス、擁壁、

給排水施設、舗装など）、樹木などを含みます。物件調書と現況に差異が生じている場合は

現状が優先し、契約後の物件引渡しも現状有姿で行われます。そのため、支障物件等の撤去

及び処分等が必要な場合は、購入者が行ってください。 

(5) 売却物件に越境物がある場合についても、現状のままでの引き渡しになります。本町は、

越境物を解消するための交渉や手続きは行いませんので、相隣関係で話し合ってください。

契約後に越境関係が判明した場合も同様です。なお、物件付近に旧ＪＲ鉄橋が存置されてい

ますが、町では撤去しません。 

(6) 売却物件の埋設物調査、地盤調査及び土壌調査は行っておりません。売却物件の地表及び

地下に、建物工作物等の基礎部分その他埋設物があった場合の撤去及び処分等が必要な場合

は、購入者が行ってください。地盤及び土壌に関して工事等が必要な場合も同様です。 

(7) 隣接地との境界標は、一部のみの設置となっていますが、現状のままでの引渡しになりま

す。境界標の補修や打ち直しは行いません。 

(8) 公募及び売買契約書の対象数量は、物件調書に記載された実測数量で行いますが、所有権

移転登記については、登記簿数量（公簿地積）で行います。物件により、公差の範囲内にお

いて、実測数量と登記簿数量が異なる場合があります。なお、本町において、確定測量等は

行いません。 

(9) 購入者は、将来的な土地利用においても、環境その他関係法令を遵守し、利害関係者及び

関係機関と協議等を行う等適切な対応に努めてください。 

(10) この公募に関する申し込み状況等の問い合わせについては、一切お答えできません。 

 

11 その他 

この要領及び公募抽選による旧ＪＲ江差線跡地町有地売却に関する様式、資料（物件調書）

などは、江差町公式ホームページでも公開しているほか、役場財政課カウンターに備え付けて

あります。 

 

12 問い合せ先 

この要領及び公募抽選による旧ＪＲ江差線跡地町有地売却に関してのお問い合わせは、次の

とおりです。 

江差町役場財政課 ＴＥＬ：０１３９－５２－６７１５ 

※ 問い合わせは、土日、祝祭日及びを除く午前８時４５分から午後５時１５分の間でお願い

します。 

 


